
○松阪市請負工事成績評定要綱 

平成17年1月1日告示第145号 

改正 

平成18年9月15日告示第211号 

平成19年5月7日告示第195号 

平成20年4月1日告示第153号 

平成22年7月1日告示第222号 

平成26年9月24日告示第334号 

平成27年3月31日告示第106号 

平成29年3月31日告示第173号 

平成31年3月29日告示第68号 

令和2年3月31日告示第115号 

令和3年3月31日告示第130号 

令和8年4月30日告示第286-2号 

松阪市請負工事成績評定要綱 

（総則） 

第1条 公共工事の品質を確保するため、本市の請負工事成績評定（以下「評定」と

いう。）を行い、受注者の適正な選定及び指導育成に利用することについては、こ

の要綱の定めるところによるものとする。 

（評定の対象工事） 

第2条 評定の対象工事は、松阪市建設工事検査規則第2条第1号に掲げられる工事の

内、総務部契約監理課において契約を締結する建設工事を対象とする。 

（評定者） 

第3条 評定を行う者は、検査員及び監督員（以下「評定者」という。）とする。 

（評定の方法等） 

第4条 評定は、竣工検査時に契約履行状況、施工状況、出来高状況等に関しての評

価事項を工事竣工検査評定書（様式第1号。以下「評定書」という。）に基づき、

適正かつ公正に評価するものとする。 

（評定書の提出） 

第5条 検査員及び監督員は、前条の規定により作成した評定書を契約監理課で検査

する工事については契約・検査担当参事に、主管課で検査する工事については、主

管部長等を経由し契約・検査担当参事に評定書を提出するものとする。ただし、契

約・検査担当参事が緊急を要する工事、または極めて簡易な工事で評定書により評

価することが適当でないと判断するときは、評定書の作成を省略することができる。

この場合において工事請負額は、200万円未満とする。 

（評価の決定） 

第6条 契約・検査担当参事は、前条の規定により提出を受けた評定書の評価区分に

Ｄ又はＥの評価が含まれる工事ならびに評定点が標準点を下回る工事（以下「不良



工事」という。）については、当該工事の受注者（以下「当該業者」という。）か

ら事情聴取を行って当該工事の評価を決定し、松阪市入札及び契約審査会設置要領

（平成17年1月1日松阪市告示第151号）第2条第5号の規定により松阪市入札及び契

約審査会（以下「審査会」という。）の承認を得なければならない。 

２ 前項に掲げる標準点は60点とする。 

３ 契約・検査担当参事は、前項の規定により、不良工事の評価を行った場合は、速

やかにその評定結果を当該業者及び主管部長等に文書で通知するものとする。 

（指名停止等） 

第7条 前条第1項の規定により、不良工事と評価を決定された受注者は、松阪市建設

工事等指名（入札参加資格）停止措置要領（平成17年1月1日松阪市告示第150号。

以下「指名停止要領」という。）に基づく指名停止を行うものとする。ただし、過

去3年間に不良工事の実績が無く、次の各号のいずれかに該当する場合は、注意勧

告するものとする。 

(1) Ｄ評価を含む工事を1回行ったとき。 

(2) 評定点が標準点未満の評価を受けた工事を行ったとき。 

（優遇措置） 

第8条 評定書に規定する評価項目について、評価区分Ａが3項目以上又はＡが2項目

とＢが3項目以上の工事で評定点が90点以上の工事（以下「優良工事」という。）

を施工した市内業者に対しては、次に掲げる優遇措置を講じるものとする。ただし、

当該工事の評価項目に評価区分Ｄ又はＥの評価が含まれる場合は優良工事としない。 

(1) 手持ち工事件数の制限枠の優遇 

・優良工事を2回行った場合は、総手持ち件数又はいずれかの部門別手持ち件

数の制限枠を1件超えて受注することができる。 

・総手持ち件数の制限枠に達している場合においても部門別手持ち件数に適用

することができる。 

・適用後いずれかの工事が完成し、手持ち件数が制限を下回った後においても、

優遇期間中は改めて他の工事に適用することができる。 

(2) 資格総合点数（特別点数）の優遇 

・優良工事を行った場合は、資格総合点数の特別点数として、総合評定値を有

する全ての申請業種に優良工事1回につき5点（上限10点）を加点できる。 

・特別点数の取り扱いについては別途定めるものとする。 

(3) その他の優遇 

・主管課長は、優良工事を2回行った業者に、随意契約を行うことができる。 

・優良工事を施行した業者が5社以上になった場合、当該業者のみが入札参加

できる案件を設けることができる。対象案件は、設計金額500万円以上1,500

万円未満の工事とし、当該業者が概ね参加できる業種についての発注案件5

件に1回を目安に執行することができる。 

２ 前項第1号及び第3号に規定する優良工事の回数を判定する場合は、判定年度を含



む過去3年度の間に評定された工事とする。 

３ 第7条に規定する指名停止又は注意勧告の処分若しくは第1項に掲げる優遇措置を

講じるにあたり、評価区分Ｄ又はＥ評価を含む工事は、下記のとおり優良工事の件

数で相殺できる。なお、相殺は評価を決定した日から起算し過去3年以内に施工さ

れた優良工事を対象に行い、優良工事が複数ある場合は過去のものから行うものと

する。 

(1) Ｅ評価を含む工事は、優良工事2件と相殺する。 

(2) Ｄ評価を含む工事は、優良工事1件と相殺する。 

４ 前項の規定により相殺された優良工事は、第1項に規定する優良工事の回数には

算定しない。 

（共同企業体に対する適用） 

第9条 共同企業体の施工する工事に係る評定については、当該共同企業体の各構成

業者に対しても当該工事の評価として、第7条並びに前条の規定を適用する。 

（評定点の通知） 

第10条 評定点の通知は、松阪市建設工事執行規程第29条第1項に規定する完成認定

書により通知する。 

（評定点の説明依頼） 

第11条 当該業者は、評定点に対する説明を工事評定説明依頼書（様式第2号。以下

「依頼書」という。）により完成認定書の交付日から起算して14日以内に請求する

ことが出来る。 

２ 前項の請求があったときは、当該工事の評定を行った検査員及び監督員は、依頼

書を受理した日から起算して14日以内に工事評定説明書（様式第3号）により回答

を行うものとする。 

（再評定の請求） 

第12条 前条第2項の回答を受けた後、当該業者が再評定を請求するときは完成認定

書の交付日から起算して60日以内に工事成績再評定請求書（様式第4号）により行

うものとする。 

（再評定） 

第13条 前条の規定による請求があったときは、請求のあった日から起算し60日以内

に松阪市入札等監視委員会規則第1条に規定する松阪市入札等監視委員会（以下

「監視委員会」という。）において再評定請求の受理、棄却を審議し、松阪市入札

及び契約審査会設置要綱第1条に規定する松阪市入札及び契約審査会（以下「審査

会」という。）において決定をする。請求を受理すると決定された場合は、再評定

を行い工事成績再評定通知書（様式第5号）により回答するものとする。また、請

求を棄却すると決定された場合は、工事成績再評定請求棄却通知書（様式第6号）

により回答をする。 

２ 前項の再評定の実施方法及び検査員の決定は、審査会により行う。 

附 則 



この告示は、平成17年1月1日から施行する。 

附 則（平成18年9月15日告示第211号） 

この告示は、公表の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。 

附 則（平成19年5月7日告示第195号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成20年4月1日告示第153号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成22年7月1日告示第222号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成26年9月24日告示第334号） 

この告示は、平成26年10月1日から施行する。 

附 則（平成27年3月31日告示第106号） 

この告示は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則（平成29年3月31日告示第173号） 

この告示は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年3月29日告示第68号） 

この告示は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則（令和2年3月31日告示第115号） 

この告示は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則（令和3年3月31日告示第130号） 

この告示は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則（令和8年4月30日告示第286-2号） 

この告示は、令和8年5月1日から施行する。 

 



様式第1号（第4条関係） 

 



様式第2号（第11条関係） 

 



様式第3号（第11条関係） 

 



様式第4号（第12条関係） 

 



様式第5号（第13条関係） 

 



様式第6号（第13条関係） 

 


